交際費について

　『交際費課税』については、税務調査のときによく問題にされます。
会計上は、あまり重要視されない交際費ですが、税法上は、その10％分以上または全額（←会社の資本金額による）が損金(注)として認められません。損金として認められないということは、つまり、実際には会社からお金が出て行ったにもかかわらず、利益の一部としてみなされ課税されるということです。

ですから『交際費』の中身を十分に理解し、正しく計上するということは非常に大切です。

交際費については、内容が奥深く、書店にいっても分厚い本が何冊もならんでいます。
　ここでは、税法上の交際費の概要について、隣接経費（間違いやすい勘定科目）とからませながら少しだけ説明していきたいと思います。　　　　　　　　　　　　(注)：損金＝税法上認められる経費のこと

1.　損金として認められる交際費の範囲は？

　税法上、交際費は基本的には損金と認められていませんが、特例として、資本金1億円以下の法人は400万円以下の交際費については、その90％を損金に参入することが認められています。　
　→資本金が1億円超なら、全額認められない。　
→資本金が1億円以下なら、90％分だけ（最高360万円まで）経費として認めてもらえる。、

2．なるべく交際費勘定を使わなければいいの？

　　交際費が、損金不参入だからといって、別の科目に変えればよいという訳ではありません。調査が入れば処理した科目名にかかわらず、内容で判断されてしまいます。調査が入ってから泣きをみないためには、普段から正しく科目処理していきたいですね。

　　調査で損金否認の手段としてよく使われるが、交際費と自覚していないものが交際費になることがあるので気をつけましょう。 



3.　得意先その他事業に関係のある者等って誰？

　　　取引先のほかに、次の方たちも含まれます。

・　間接的に利害関係のある者
・　取引のない同業者
・　現在取引がなくても近い将来取引を持つ者
・　会社内部の者（株主・役員・従業員）

4. 具体例（まちがいやすい具体例）

政治団体に対する拠出金→寄付金
神社祭礼等の寄贈金　　→寄付金
　　　政党主催のパーティーへの参加費用
　　　　　　　　　　　　　　→パーティーに参加すれば交際費部分もあり。参加しなければ寄付金。
　　　得意先の被った貸倒損失を肩代わりした金額→寄付金　
法人の業務ではない、役員等の個人的理由による寄付金→給与
　　　酒類を伴う会議　　　　→お茶代わりにビールや酒をコップ１～２杯程度飲んでも、通常の会議費の範囲を
　　超えないがきり交際費にはならない。会議費　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　（金額的には、一人3000円ぐらいまでなら会議費の範囲でしょう。）

　　　業務上の交通事故被害者に対するお見舞い→交際費
　　　販売先を紹介してくれた取引銀行に対する謝礼金→交際費
　　　接待ゴルフのゴルフ場利用税→交際費
　　　接待用のﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄを買った場合→固定資産として計上されます
　　　祭礼に当たっての社名入り提灯を寄贈した場合の費用

→金銭を寄贈すれば寄付金、
　社名入り提灯であれば広告宣伝費
　　　得意先のゴルフコンペに寄贈する社名入り優勝杯の費用
　　　　　　　　　　　　　 →コンペ自体が一般消費者に対するものでなく、取引関係者だけが対象であるため
広告宣伝費ではなく、交際費となります。
　　　モニター活動に対する謝礼金→一般消費者の場合広告宣伝費、

　　　　　　　　　　　　　　　　　一般消費者以外のものに供与する場合は交際費とされる場合もある。

一般消費者に対する抽選による金品の交付、または旅行への招待→広告宣伝費

　　　一部の社員だけを連れて飲みに行った場合→交際費

　　　従業員の誕生祝い等の費用→社内において一律に供与するなら福利厚生費

　　　　　　　　　　　　　　　　特定の従業員のみなら交際費

　　　

5.　税務署からのチェック例と対応策

　「社長の自宅付近の飲食店が多いですね～？」

　　→　自宅付近で取引先を接待したら、取引先名と出席者等をメモしておき、元帳の摘要欄や領収書の裏に

記入しておきましょう。

　「役員報酬の額が変動してますね～？　利益操作ではないですか？」

　　→　役員報酬は、定時定額で支給される必要があります。報酬額を変動させる場合には、株主総会の議事

録や取締役会の議事録を作成して保存しておきましょう。

（商法の定めによる。）

「教会や寺に対する寄付金は社長個人的な寄付金で、それを会社が払っているということは、社長にたいする役員賞与ですね。」

　　→　個人で払うべきものを会社が払ってはいけません。しかし、実際に会社で支払うべきものである場合

には、きちんと説明できるよう準備をしておきましょう。　

税法上の交際費等とは・・・（措法６１条の４）


「交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他のこれらに類する行為のために支出するもの（専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用を除く。）をいう」








